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釜石市高齢者保健福祉計画・第４期釜石市介護保険事業計画 

≪概 要 版≫ 

 
１ 計画の位置付け 
○老人福祉法に基づく市町村老人福祉計画 

○介護保険法に基づく市町村介護保険事業計画 

○介護保険法に基づき両計画を一体的に策定 

 
２ 高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の関係 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 計画期間 
平成21年度から平成23年度の３年間 

 

４ 計画の構成 
○序 章 計画策定にあたって 

○第１章 高齢者の現状と取り組むべき課題 

○第２章 計画の基本的考え方 

○第３章 高齢者保健福祉施策への取り組み 

○第４章 介護保険事業への取り組み 

高齢者保健福祉計画 
○ 基本的な施策の方向と重点課題に対する取り組み 
○ 介護給付対象外サービス・事業の整備 
○ 高齢者保健福祉の円滑な実施のための方策 
○ 高齢者保健福祉に対する行政の体制等 

介護保険事業計画 
○ 計画期間の各年度における要介護者等の将来推計 
○ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 
○ 介護給付等対象サービス確保のための方策 
○ 介護給付の円滑な実施のための方策 
○ 介護保険事業の費用見込み 
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施設定員枠を定める国の参酌標準を考慮しつつ、施設・居住系サービス基盤を極力整備

新たに約１40床分の入所又は宿泊が可能に 

５ 取り組むべき課題 
(1) 高齢福祉分野における課題 

① 高齢者の健康づくり、介護予防への取り組み 

② 高齢者の社会参加・多様化する価値観への対応 

③ 高齢者の虐待防止、権利擁護への取り組み 

(2) 介護保険分野における課題 

① 給付費の増大 

② 施設入所希望者の急増 

③ 介護予防事業の伸び悩み 

④ 認知症要介護者の急増 
 
６ 施策の基本体系 
別紙１のとおり 

 
７ 将来推計 

 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H26年度 
第 1 号被保険者 13,913 13,920 13,917 13,932 13,980 
うち後期高齢者   6,982  7,175  7,362  7,491  7,881 
要介護認定者(第1号のみ)   2,352  2,420  2,488  2,538  2,689 

（単位：人) 
８ 基盤整備に関する基本的考え方 
 

  

 

                       

 

☆ 民間事業者による基盤整備 

① 施設・居住系サービス（参酌標準の適用施設） 

ａ 既存施設（特別養護老人ホーム）の増床  ２施設 

ｂ 小規模特別養護老人ホームの新設     １施設 

ｃ 認知症グループホームの新設       ３施設 

② 参酌標準適用外のサービス 

ａ 小規模多機能型居宅介護の新設      ３施設 

ｂ ショートステイの新増設         １施設（新設）、１施設（増設） 

                  

 

  

 

施設入所待機者の

緩和策を最優先に

その結果

具体策 
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第１号被保険者保険料月額基準額 ４,１９６円 （何も繰り入れしない場合の保険料額） 

第１号被保険者保険料月額基準額 ４,０４８円（本来の保険料額） 

９ 給付費の見込み 
 平成21年度 平成22年度 平成23年度 第４期合計 

保 険 給 付 費 3,354,355 3,673,215 3,814,507 10,842,077 

地域支援事業費    65,243   89,305   111,434   265,982 

合 計 3,419,598 3,762,520 3,925,941 11,108,059 

（単位：千円） 
 
10 介護保険料の見込み 
 
    

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

■ 保険料算定の基本的考え方 
◎ 現行の事業量を基に平成21～23年度の給付費等を積算 
◎ 給付費等に見合った適正な保険料を算定（現行保険料：3,657円/月） 
☆ その際には 
○要介護認定者の増加に伴うサービス量の自然増を勘案 

○ショートステイなどの在宅サービスのほか、施設・居住系サービスの新増設分を勘案 

○介護報酬改定(プラス３％)、第１号被保険者負担割合変更(給付費の19％⇒20％)を反映 

試 算 

◎ 介護給付費準備基金の繰り入れ 

○ 繰り入れ額 ⇒ 7,000万円（148円/月の抑制効果） 

◎ 第１号被保険者保険料月額基準額 

⇒ ３,９９５円/月 に !! 

さらに 

その結果 

保険者の裁量 

介護従事者処遇改善臨時特例交付金の繰入れ(53円の抑制効果) 
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基本目標Ⅰ；健康ではつらつとした生活の実現 

基本目標Ⅱ；生きがいのある生活の実現 

基本目標Ⅲ；安心できる生活の実現 

基本目標Ⅳ；支え合う地域社会・快適な生活環境の形成 

基本目標Ⅴ；尊厳の保持・自立支援の促進 

基本理念 すべての高齢者に優しい快適なまちづくり 

施 策 の 基 本 体 系 

 

 
  

 
 

    

  

 
     
 

          

      

   

     

      

 
   

 

      

    

      

      

      

       

 
 
 

   
 

      

      

       

 
 

健康教育、健康相談の実施 

特定検診・特定保健指導等の実施 

生涯スポーツ教室の開催、サークル活動の実施 

ボランティア活動の支援、敬老事業の実施、学習機会の提

供、老人クラブへの支援、高齢者サロンの立ち上げ支援

家事・育児の経験、職業経験の社会への還元 

シルバー人材センターへの活動支援、求職者情報の提供 

２ 生涯スポーツ活動の推進 

緊急通報体制等整備事業・外出支援サービス事業・寝具洗濯

乾燥消毒サービス事業など在宅福祉サービス事業の実施

地域包括支援センター・地区生活応援センターの運営(介護予

防事業、総合相談・支援など)、保健・福祉・医療の連携  
２ 地域ケア体制の構築 

３ 高齢者の経験・知識の社会への還元 

１ 高齢者の社会参加の推進

４ 高齢者の就労の促進 

１ 在宅福祉サービスの充実 

３ 認知症高齢者対策の推進 

４ 高齢者の権利擁護の充実 

５ 高齢者への虐待防止への取り組み 

認知症高齢者を抱える家族の会設立事業の実施、認知症高齢

者徘徊ＳＯＳネットワーク事業の実施 

成年後見制度利用支援事業の実施 

早期発見・早期保護の実施 

１ 市民協働の推進 

２ 防災・防犯対策の推進 

３ 高齢者の多様な住まい方の構築 
養護老人ホーム・生活支援ハウスへの入所支援、高齢

者専用住宅・有料老人ホームの民間による整備促進

各地区地域会議の運営、地区活動への取り組み支援 

高齢者の避難誘導の実施、啓発活動の実施 

１ 健康づくりの推進 

２ 生活習慣病予防対策の推進

３ 介護予防の推進 地域支援事業の実施、予防給付の実施 

１ 介護保険事業の推進  低所得者対策の実施、総合相談窓口の設置、給付適正化事業の

実施、事業者指導の実施、制度の普及啓発活動の実施など

別 紙 １


